
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住民税に関する事項」の 
記入漏れはありませんか？ 

 

 
※確定申告書の第２表をご確認ください 

 

① 

発行：西多摩地区市町村（青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村） 

② 

～ 確定申告書 第２表 ～ 

③ 

【緑色の枠】 

配当割額・株式等譲渡所得割額がある方 

【紫色の枠】 

寄附をされた方  

①「都道府県、市区町村分」 

②「住所地の共同募金会、日赤支部分」 

③「都道府県」「市区町村」条例指定分 「ふるさと納税」をされた方へ 

ふるさと納税した金額は、①欄にのみ記

入してください。 

記入しないでください。 

～ 西多摩地区の各市町村からのお知らせ ～

【青色の枠】 

同一生計配偶者や 

１６歳未満の扶養親 

族がいる方 

確定申告書の「住民税に関する事項」の記入がない場合、住民税の算定において、

控除額等が反映されない事があります。 

申告する項目がないか、ご確認をお願いします。 

 

【黄色の枠】 

退職所得のある配偶者や扶養親族がいる方 

【赤色の枠】 

住宅借入金等特別

控除の特例対象個

人の方 

【茶色の枠】 

所得金額調整控除の金額がある方 


